
【件名】 

ブータンにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起（その１：陽性事例の確

認，航空会社の運行停止等） 

 

【ポイント】 

●３月６日，ブータン政府は，ブータン国内において新型コロナウイルスの陽性

事例が１例確認されたことを発表しました。 

●ブータン政府によると，ブータン民間航空局から航空会社に対し，ブータンへ

の観光目的の渡航者の搭乗を１４日間制限するよう指示が出されているとのこ

とです。 

●これを受け，ブータン航空（Bhutan Airlines）は本日からフライトを停止す

るとのことです。ドゥルック・エアは現時点では引き続き運航していますが，今

後については未定としています。 

●現在ブータン滞在中の方は，出国は可能とのことですが，出国を希望される方

は，出国手段につき航空会社に御確認ください。 

 

在留邦人，ブータン旅行中もしくはブータン訪問予定の皆様におかれては，引

き続き最新情報の入手に努めてください。また，ご自身や周囲の人の感染予防の

ため以下の点にご注意下さい。 

（１）アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。

目，鼻，口などに触れる前に手洗いをする。 

（２）マスク等の確保に努め，咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と

口を覆う。マスクがない場合は，咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなど

で覆い，手洗いを行う。 

（３）不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け，体調不良

のときは外出を控える。 
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